
   総
務
民
生
常
任
委
員
会

　
総
務
民
生
常
任
委
員
会
は
、

会
期
中
の
9
月
8
日
に
委
員
会

を
開
催
し
、
平
成
　
年
度
一
般

２１

会
計
決
算
の
所
管
分
・
国
民
健

康
保
険
・
老
人
保
健
・
後
期
高

齢
者
医
療
・
介
護
保
険
特
別
会

計
の
決
算
に
つ
い
て
審
査
し
ま

し
た
。

（
一
般
会
計
）

　
歳
　
入

問
　
収
納
対
策
室
設
置
に
よ
る
、

滞
納
徴
収
の
状
況
に
つ
い
て
。

答
　
平
成
　
年
度
　
件
実
施
。

２１

８３

銀
行
の
残
高
調
査
を
行
っ
て

徴
収
で
き
る
よ
う
に
努
力
し

て
い
る
。

問
　
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
利

用
状
況
に
つ
い
て
。

答
　
年
々
利
用
者
は
減
少
し
て

い
る
。
特
に
や
ま

ゆ
り
荘
が
１
月
か

ら
ボ
イ
ラ
ー
の
故

障
の
た
め
使
え
な

か
っ
た
。

　
歳
　
出

問
　
人
事
評
価
シ
ス
テ
ム
の
研

修
内
容
に
つ
い
て
。

答
　
年
度
当
初
に
個
人
の
目
標

を
設
定
し
、
最
終
的
に
は
、

個
人
評
価
を
し
、
管
理
職
に

よ
り
、
職
務
状
況
の
評
価
を

し
て
い
る
。

問
　
公
共
施
設
へ
の
地
上
デ
ジ

タ
ル
テ
レ
ビ
購
入
事
業
の
内

容
に
つ
い
て
。

答
　
経
済
危
機
対
策
事
業
で
実

施
し
、
各
課
か
ら
状
況
を
把

握
し
て
、
最
終
的
な
台
数
を

決
定
。

問
　
定
額
給
付
金
給
付
事
業
の

町
負
担
分
は
あ
っ
た
の
か
。

答
　
基
本
的
に
は
、
全
額
補
助

で
あ
る
。

問
　
繰
越
明
許
事
業
の
進
捗
状

況
に
つ
い
て
。

答
　
総
務
費
、
民
生
費
で
　
事
２７

業
程
度
あ
り
、
現
在
１
０
０

％
発
注
に
は
、
至
っ
て
い
な

い
。

（
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
）

問
　
国
県
負
担
金
・
補
助
金
額

の
積
算
根
拠
に
つ
い
て
。

答
　
医
療
費
の
動
向
に
よ
っ
て

左
右
さ
れ
る
。

問
　
医
療
用
衛
生
材
料
費
の
医

科
・
歯
科
の
割
合
に
つ
い
て
。

答
　
ほ
と
ん
ど
が
医
科
分
で
、

歯
科
は
、
化
膿
止
め
、
痛
み

止
め
ぐ
ら
い
で
あ
る
。

問
　
他
会
計
繰
入
金
に
つ
い
て
。

答
　
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金

に
よ
っ
て
、
赤
字
に
な
ら
な

い
よ
う
に
調
整
し
て
い
る
。

（
介
護
保
険
特
別
会
計
）

問
　
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー

ビ
ス
費
の
内
容
に
つ
い
て
。

答
　
平
成
　
年
度
か
ら
実
施
。

２１

７
月
か
ら
翌
年
８
月
ま
で
の
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介
護
と
医
療
を
合
わ
せ
て
、

あ
る
一
定
限
度
額
を
超
え
た

分
が
高
額
の
対
象
と
し
て
支

給
さ
れ
る
制
度
で
あ
る
。

   教
育
産
業
常
任
委
員
会

　
教
育
産
業
常
任
委
員
会
は
、

会
期
中
の
9
月
９
日
に
委
員
会

を
開
催
し
、
平
成
　
年
度
一
般

２１

会
計
決
算
の
所
管
分
・
公
共
下

水
道
事
業
・
農
業
集
落
排
水
事

業
・
簡
易
水
道
事
業
・
水
道
事

業
会
計
の
決
算
に
つ
い
て
審
査

し
ま
し
た
。

　
（
一
般
会
計
）

　
歳
　
入

問
　
住
宅
・
建
築
物
安
全
ス

ト
ッ
ク
形
成
事
業
補
助
金
は

ど
う
い
う
も
の
か
。

答
　
平
成
　
年
度
か
ら
開
始
。

２０

個
人
住
宅
へ
の
耐
震
診
断
補

助
で
あ
る
。

問
　
観
光
動
態
調
査
委
託
金
の

調
査
結
果
は
。
単
年
度
の
み

か
。

答
　
毎
年
度
実
施
。
ふ
れ
あ
い

の
里
、
う
ぐ
い
す
の
里
の

2
ヶ
所
。

　
　
平
成
　
年
度
は
、
ふ
れ
あ

２１

い
の
里
　
３
１
，
２
２
０
人
、

う
ぐ
い
す
の
里
１
２
，
０
４

５
人
。

　
歳
　
出

問
　
グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
事

業
の
内
容
は
。

答
　
町
か
ら
開
発
公
社
へ
委
託

し
、
ふ
れ
あ
い
の
里
、
ホ
ロ

ル
の
湯
で
行
っ
て
い
る
。

問
　
消
費
者
相
談
員
育
成
補
助

に
つ
い
て
。

答
　
平
成
　
年
度
は
、
準
備
段

２１

階
で
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
を
全

戸
配
布
。

　
　
平
成
　
年
２２

度
は
、
４
月

か
ら
開
始
。

毎
週
水
曜
日

相
談
員
１
名

で
町
民
の
方

対
象
と
し
、

多
重
債
務
等

の
相
談
を
受

け
て
い
る
。

問
　
身
近
な
み

ど
り
整
備
事

業
の
委
託
先
は
。

答
　
笠
間
西
森
林
組
合
と
城
北

森
林
組
合
に
委
託
し
、
民
有

林
に
お
い
て
間
伐
等
を
、
七

会
地
区
と
上
古
内
地
区
の

　
　
で
実
施
。

３０
ha

（
公
共
下
水
道
事
業
）

問
　
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水

道
事
業
と
流
域
関
連
公
共
下

水
道
事
業
の
区
分
の
違
い
は
。

答
　
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水

道
事
業
は
、
独
自
の
処
理
施

設
を
使
用
し
、
都
市
計
画
区

域
外
の
地
域
の
事
業
で
、
流

域
関
連
公
共
下
水
道
事
業
は
、

常
北
地
区
で
、
那
珂
久
慈
の

流
域
の
中
に
入
っ
て
い
る
た

め
に
こ
の
事
業
と
な
る
。

問
　
普
及
率
は
。

答
　
平
成
　
年
度
末
で
、
常
北

２１

地
区
が
、　

．
６
％
。
桂
地

２７

区
が
、　

．
３
％
で
あ
る
。

１４

（
農
業
集
落
排
水
事
業
）

問
　
受
益
者
負
担
金
は
各
地
区

ご
と
に
差
は
あ
る
の
か
。

答
　
上
入
野
地
区
　
３
０
３
，

５
０
０
円
　
青
山
地
区
　
２

２
４
，
０
０
０
円
　
北
方
高

久
地
区
　
３
３
０
，
０
０
０

円
、
孫
根
３
４
０
，
０
０
０

円
で
あ
る
。

（
水
道
事
業
）

問
　
水
道
料
の
未
収
金
の
件
数

は
。

答
　
４
４
８
件
で
あ
る
。

問
　
領
収
書
を
毎
月
発
行
す
る

よ
り
も
半
年
発
行
で
も
い
い

の
で
は
。

答
　
使
っ
た
水
道
量
（
使
用
料

も
）
を
教
え
る
こ
と
に
よ
り
、

漏
水
の
場
合
な
ど
に
早
期
発

見
で
き
る
こ
と
に
つ
な
が
っ

て
い
る
。
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